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       国内産農産物の銘柄設定等申請に係る意見聴取会議事録(兵庫県)  

 

１ 開催日時：令和５年 12 月 7 日（木） 13：30～15：00 

２ 開催場所：近畿農政局兵庫県拠点３F 第６共用会議室 

３ 出席者： 

（行政機関）   兵庫県農林水産部農産園芸課   主幹            近藤 陽子 

兵庫県農林水産部農産園芸課                 冨松 直紀 

兵庫県農林水産部農産園芸課                 原  和花 

（学識経験者）  兵庫県立農業技術総合センター  主席研究員         杉本 琢真 

         兵庫県立農業技術総合センター農産園芸部 部長        松浦 克成 

（関係機関）   全国農業協同組合連合会兵庫県本部米麦部           井口 陽平 

         （ＪＡグループ兵庫穀類検査協議会） 

         兵庫県農産物検査連絡協議会     事務局         石田 晴彦 

一般社団法人兵庫県農作物改良協会  事務局長        山本 公一 

         兵庫県米穀事業協同組合 業務副委員長            宮原 良太 

         兵庫西農業協同組合 揖龍営農生活センター副センター長    竹田 拡二 

         兵庫西農業協同組合                     清水  良 

（登録検査機関） 一般財団法人日本穀物検定協会関西神戸支部 国内産検査係長  竹内 考治 

（実需者）    ヒガシマル醬油株式会社  業務部部長            一鷹 栄二 

         ヒガシマル醬油株式会社  業務部農産事業課課長       徳力  望 

ヒガシマル醬油株式会社  業務部農産事業課主任       廣瀬 正義 

株式会社高田商店     穀物事業部農産事業課課長     藤原 郁廣 

（申請者）    全国農業協同組合連合会兵庫県本部園芸部園芸課 副審査役   席定 克昌 

（近畿農政局）  兵庫県拠点 総括農政業務管理官               仲岡  裕 

生産部生産振興課 課長補佐                 隅井  豊 

         生産部生産振興課 検査技術指導官              井上  薫 

          

４ 議事  

【開会】 

司会（近畿農政局） 

 只今から国内産農産物の銘柄設定等に係る意見聴取会を開催いたします。  

 本日の司会を務めます近畿農政局生産振興課の隅井です。 

 さて、当意見聴取会にはマニュアルの規定において、有識者等の同意により、申請者を同席させることができる

こととされており、本日、申請者の方にもご出席をいただいておりますことをご了承願います。 

 また、本日いただきましたご意見については、議事録を作成する必要があることから、ご発言はすべて録音させ

ていただきますので、併せてご了承ください。 

 なお、今回の意見聴取に係る一般からの意見及び傍聴希望はありませんでしたので、ご報告いたします。  

それでは、お手元の議事次第に従いまして進めさせていただきたいと思います。 

 議事次第２の開会の挨拶を近畿農政局兵庫県拠点仲岡総括農政業務管理官からさせていただきます。 
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 よろしくお願いします。 

【近畿農政局 挨拶】 

 （省略） 

司会  

 まず、配布資料の確認をお願いします。 

 議事次第、出席者名簿、資料１～資料５及び資料６-１から６-４申請書関係資料を配付しております。よろしいで

しょうか。 

 次に、本日の議事進行及び注意事項についてご説明します。お手元の議事次第をご覧ください。 

議事次第３の国内産農産物銘柄設定等に係る農産物検査に関する基本要領の改正のポイントについて及び議事次第

４の銘柄設定等申請手続及び申請状況等については、この後こちらから説明します。 

続いて議事次第５の銘柄設定等の申請内容に関する説明、意見聴取では、本日は４つの設定等申請があがっていま

すので、普通大豆及び特定加工用大豆の大粒大豆及び中粒大豆、水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米の順に実施させ

ていただきます。 

まず、最初に普通大豆及び特定加工用大豆の大粒大豆及び中粒大豆の「たつひめ」の申請者から申請品種の概要、

申請の趣旨等の説明をお願いします。 

次に、近畿農政局から水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米の「兵庫ゆめおとめ」、「むらさきの舞」、「ゆかりの

舞」について銘柄廃止の趣旨等を説明いたします。 

その後、みなさまに、「たつひめ」の現物を実際に見ていただき、品種特性により銘柄鑑定が可能であるか判断し

ていただきます。 

次に一括して申請者に対するご質問をお受けした後、意見聴取で申請内容について、「たつひめ」の銘柄設定及び

「兵庫ゆめおとめ」、「むらさきの舞」、「ゆかりの舞」について銘柄廃止の適否等に関してご意見をいただきたい

と思います。 

以上のように全ての申請内容に関する説明と意見聴取が終わった後、一括して議事次第６でこちらから総括的な意

見のとりまとめをさせていただき、15時を目処に終了したいと思います。 

なお、意見については、銘柄設定の関連意見について伺うこととし、銘柄設定以外について特にあれば、意見聴取

会終了後にお聞きすることとしますので、よろしくお願いします。 

また、本日配布しました資料のうち、資料６-１から６-４申請書関係資料については、聴取会終了後、回収させて

いただきますので、ご了承願います。 

それでは、議事次第３の国内産農産物銘柄設定等に係る農産物検査に関する基本要領の改正のポイントについて及

び議事次第４の銘柄設定等申請手続及び申請状況等についてを一括して、近畿農政局井上検査技術指導官から説明い

たします。 

【基本要領の改正のポイント及び申請手続き、申請状況説明】  

近畿農政局  

 それでは、配付しております資料１、資料５により説明いたします。 

まず、資料１の国内産農産物銘柄設定等に係る農産物検査に関する基本要領の改正のポイントについてご説明し

ます。 

 令和５年３月 31 日付けで農産物検査に関する基本要領が改正されました。 

 国内産農産物の銘柄設定等に関する基本要領の改正ポイントは、水稲うるち玄米における品種銘柄の設定につい

ては、基本要領第２の２の（６）に、国内産農産物銘柄設定等申請手続マニュアルの第６により設定する旨改正さ



- 3 - 

れました。 

銘柄廃止の要件が、「前年産及び前々年産の検査実績がないこと。」から、「前年産及び前々年産の検査実績が

10 トン未満であること。」に改正されました。 

申請手続マニュアルの第３の１の（１）のただし書き以降について、「文書による意見募集」から、「インター

ネットの利用その他の適切な方法による意見募集」に改正されました。 

水稲うるち玄米の品種銘柄の設定及び廃止の手続について、申請手続マニュアルを整理し、申請手続マニュアル

の第６として新設されました。 

 資料５をご覧ください。令和４年産米より水稲うるち玄米に従来の産地品種銘柄に加え、品種銘柄（103 品種）

が設定されました。今までは産地品種銘柄でない場合は、銘柄の証明ができなかったのですが、産地品種銘柄でな

くとも、品種銘柄に設定されている品種であれば、産地の証明はできませんが品種の証明は可能となりました。 

 精米の表示についても、資料の表示例のとおり表示することができます。詳しくお知りになりたい方は、消費者

庁へお問い合わせください。 

 次に、銘柄設定等の申請手続き及び申請状況です。 

 近畿農政局では、令和６年産の銘柄設定等の手続きについて、近畿農政局ホームページに８月 30 日に掲載し、

令和５年 10 月２日から 10 月 31 日の間に銘柄設定等の要望等の受付を行いました。 

 その結果、兵庫県では、普通大豆及び特定加工用大豆の大粒大豆及び中粒大豆の産地品種銘柄に係る選択銘柄と

して、「たつひめ」が「全国農業協同組合連合会兵庫県本部」様より申請がありました。 

 また、「近畿農政局長」が基本要領Ⅰの第２の３の（３）に基づき、水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米の産地

品種銘柄に係る選択銘柄「兵庫ゆめおとめ」、「むらさきの舞」及び「ゆかりの舞」について廃止の申請を行いま

した。 

 本日の意見聴取の結果、銘柄の設定等について設定及び廃止する必要が認められた場合には、近畿農政局長より

農林水産省農産局長あてに申請します。 

 農産局長は、申請に基づき銘柄の設定等を行う必要があると認めた場合は、農林水産大臣が行う農産物規格規程

の改正の手続きを令和６年３月末までに行います。 

 次に、農産局長から一部改正の通知が各地方農政局長に通知され、申請者に結果を通知、関係者のみなさまには

一部改正の周知という手続きとなっています。 

 以上のように取り進められると、令和６年産より申請のあった銘柄検査が可能となります。 

 なお、申請者におかれましては、銘柄に設定された旨の通知が届きましたら、マニュアルに基づき速やかに各登

録検査機関配布用のサンプル２㎏程度を近畿農政局へ提出していただきますようお願いします。以上です。 

【銘柄設定の申請について】  

司会 

 それでは最初に、普通大豆及び特定加工用大豆の大粒大豆及び中粒大豆「たつひめ」の銘柄設定について、「全

国農業協同組合連合会兵庫県本部」様より資料６-１の申請書関係資料に基づき、申請品種の概要の説明をお願い

します。  

 その後様式第１-４銘柄鑑定に関する報告書を提出いただいています「兵庫西農業協同組合」様から説明をお願

いします。続きまして、水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米の産地品種銘柄に係る選択銘柄「兵庫ゆめおとめ」、

「むらさきの舞」及び「ゆかりの舞」の銘柄の廃止について、「近畿農政局」より資料６-２から６-４の申請書資

料に基づき、申請の趣旨の説明をお願いします。  

 それでは申請の内容等について、「全国農業協同組合連合会兵庫県本部」様ご説明をよろしくお願いします。 
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【「たつひめ」の申請内容説明】 

申請者：全国農業協同組合連合会兵庫県本部 

 「全農兵庫」の席定と申します。本日はよろしくお願いいたします。私のほうから申請書の内容に基づき説明さ

せていただきます。 

 申請者は、全国農業協同組合連合会兵庫県本部。申請を行う内容は、銘柄の設定です。銘柄の区分は、産地品種

銘柄です。農産物の種類は、普通大豆及び特定加工用大豆の大粒大豆及び中粒大豆です。産地は、兵庫県。品種名

は、「たつひめ」です。必須・選択の区分は選択銘柄です。 

 今回、銘柄の設定を申請する理由は、兵庫西農業協同組合管内にて、平成 26 年から醸造用大豆品種として「た

つまろ」の生産を行ってきました。醤油醸造適性は高いものの、立枯病に対する抵抗性を有しておらず、特にここ

数年は立枯病に罹病した大豆が散見され、収穫量が低下、安定生産に不安が出てきました。そこで、令和２年度よ

り西日本農業研究センターと共同で「たつひめ」の現地試験栽培を開始するとともに、令和４年度からは兵庫県立

農林水産技術総合センターと奨励品種決定調査を行ってきました。その結果、「たつひめ」が「たつまろ」と比べ、

収量性に優れ、立枯病の発生が少ないことから、安定生産が見込める品種であることが分かりました。粒の大きさ

は「たつまろ」と同じく中粒、タンパク質含有率は同等以上あり、醤油醸造適性の高い品種です。実需者からは、

従前より高品質・高収量大豆の安定生産との要望があり、「たつひめ」はこれらの適性に合致する品種であること

から、銘柄設定の申請をするものです。 

 生産の状況ですが、令和４年産は、作付面積 0.06ha、検査実績 0.03t。令和５年産は、作付面積 0.2ha、検査実

績は 0.36t を見込んでいます。令和６年産は、作付面積５ha、検査実績は９t を見込んでいます。令和７年産は、

作付面積 110ha、検査数量 200t を予定しています。 

 検査を行う予定の登録検査機関は、兵庫西農業協同組合です。 

 品種の特性については、粒型は中粒で、百粒重は「サチユタカＡ１号」よりも小さく、「たつまろ」と同程度、

障害粒は「サチユタカＡ１号」より少なく、「たつまろ」と同程度、外観品質は「たつまろ」より優れており、「サ

チユタカＡ１号」と同程度、粗蛋白含有率は「サチユタカＡ１号」、「たつまろ」よりも多く、粗脂肪含有率は「サ

チユタカＡ１号」、「たつまろ」と同程度です。  

醤油加工適性については、原料成分、醸造・仕込、醤油の品質のそれぞれで「たつまろ」並み、もしくは同等以

上につき、淡口醤油醸造の適性があります。 

次に生育の特性については、開花期は「サチユタカＡ１号」と同等、「たつまろ」よりも１～２日遅く、成熟期

は「サチユタカＡ１号」よりも２～３日早く、「たつまろ」と同等です。 

生育中の障害である立枯病の発生率は「たつまろ」より低く、「サチユタカＡ１号」と同等で、最下着莢高は「サ

チユタカＡ１号」より高く、「たつまろ」と同程度、子実重は「サチユタカＡ１号」と同程度で、「たつまろ」よ

りもかなり多くなっています。 

次に「たつひめ」の来歴は、多収でダイズモザイクウイルス抵抗性および難裂莢性を備える高タンパク質品種の

育成を目標に、ダイズモザイクウイルス抵抗性で極高タンパク質の系統「作系 91 号」を種子親、耐倒伏性強で難

裂莢性を備える多収系統「善系 51 号」と「タチナガハ」に難裂莢性を導入した準同質遺伝子系統「作系 75 号」の 

Ｆ１を花粉親とした人工交配から育成された系統です。 

種苗法に定める育成者権の侵害の行為を及ぼさない状況について、「たつひめ」は、令和５年３月２９日に国立

研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構西日本農業研究センターから品種登録出願（出願番号第３６７４５

号）され、令和５年８月２２日に出願公表されています。農研機構と兵庫西農業協同組合との間で利用許諾契約を
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締結し、当該種子はたつの市内で生産を行うことで合意しております。育成者権者に銘柄の設定を行い、兵庫県産

「たつひめ」としたい旨確認し、了解を得ております。以上です。 

司会 

 本日「たつひめ」に関する多くの資料を提出していただいています。資料に基づきまして、栽培技術面について

「兵庫県立農林水産技術総合センター」様から補足説明がありましたらよろしくお願いいたします。 

学識経験者：兵庫県立農林水産技術総合センター 

 「兵庫県立農林水産技術総合センター」杉本と申します。よろしくお願いいたします。 

 補足ということで、資料６-１の後ろから３ページ目をご覧いただければと思います。 

 現地たつの市での品種比較調査結果ですが、令和２年から令和４年までの３か年、「たつまろ」と「たつひめ」

の品種比較試験を実施してきました。 

 生育について、播種日、収穫日は同じです。見ていただきたいのは、最下着莢高の欄です。「たつひめ」のほう

が「たつまろ」に比べてやや高いので、コンバイン収穫適性があると考えています。また立枯の割合については、

今回の申請の理由にもなりますが「たつひめ」のほうが発生率が低く 100 分の０となっています。 

 続きまして、収量・品質調査について、精子実重を見ていただきますと、「たつまろ」に比べて「たつひめ」の

方が収量性が高い。対比％を見ていただきますと、36％から 53％高いということで多収品種であることがわかり

ます。百粒重につきましてもそれほど違いはなく、また、粗蛋白質の含有率についても、43％から 44％と「たつ

まろ」と近く醤油醸造適性も高いと思います。 

 以上のことから、生産性も高いですし、生産者や実需者へのメリットも高い品種と思います。 

司会 

 ありがとうございました。続きまして加工適性の面で「ヒガシマル醬油」様何かございますか。 

実需者：ヒガシマル醬油株式会社 

 「ヒガシマル醬油」の徳力と申します。よろしくお願いします。 

資料の表Ⅲ-3-5-1 の醤油醸造適性について、判定欄が３か所ございます。原料の判定、醸造仕込みの判定、出来

上がった醤油の判定です。原料及び醸造仕込みの判定は二重丸の好適、出来上がった醤油の判定は適です。コメン

トをみていただくと「たつひめ」は「たつまろ」と同様かそれ以上の評価になっております。特に原料のところで

ペントース量が少なく、これは色の淡い醤油が作れる可能性がある。そういう品種の母本となるかも知れない。そ

んな夢を描いています。以上のことから、とても良いものだと考えています。 

司会 

 ありがとうございました。続きまして、「銘柄鑑定に関する報告書」を提出いただいた「兵庫西農業協同組合」

様から説明をお願いします。 

検査を行う予定の登録検査機関：兵庫西農業協同組合 

 「兵庫西農業協同組合」の竹田です。よろしくお願いします。 

 鑑定上の特徴について、様式１-４の６の表のとおり、「たつひめ」の粒型は球、粒の大きさは中、種皮色は黄

白、へその色は黄、粒の光沢は中、裂皮の難易は難、百粒重は 23.91g となっています。 

司会 

 ありがとうございました。 

続きまして、水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米の産地品種銘柄に係る選択銘柄「兵庫ゆめおとめ」、「むらさ

きの舞」及び「ゆかりの舞」の銘柄の廃止について、「近畿農政局」井上検査技術指導官より資料６-２から６-４

の「銘柄の設定等申請書」に基づき、申請の趣旨の説明をお願いします。 
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申請者：近畿農政局 

 「近畿農政局」の井上です。 

近畿農政局長を申請者として、基本要領第２の３の（３）及び国内産農産物銘柄設定等申請手続マニュアル第２

の４に基づき近年検査実績がなく、種子の供給もされていない３品種について、資料６-２から６-４に基づき銘柄

の廃止申請を行いました。 

 廃止申請をする理由については、「兵庫ゆめおとめ」は、平成 19 年に設定された品種でありますが、近年検査

実績もなく、種子の供給もされていないためです。「むらさきの舞」は、平成 14 年に設定された品種であります

が、近年検査実績もなく、種子の供給もされていないためです。「ゆかりの舞」は平成 26 年に設定された品種で

ありますが、前年産及び前々年産の検査実績もなく、種子の供給もされていないためです。 

なお、「兵庫ゆめおとめ」、「むらさきの舞」及び「ゆかりの舞」の３銘柄またはいずれかの銘柄を選択銘柄と

して業務規程に規定されている 15 登録検査機関に当該銘柄の取り扱い意向を尋ねたところ、全ての登録検査機関

より廃止について特に問題ない旨の回答を得ています。以上です。 

司会 

 ありがとうございました 

これより、設定申請のあった「たつひめ」に係る展示サンプルの確認をお願いします。 

 確認に当たっては、申請書様式第１-４号の６の品種鑑定上の特徴をご参照いただきながらサンプルの確認をお

願いします。 

 なお、時間は概ね 10 分程度を目途に行ってください。よろしくお願いします。 

司会 

 ありがとうございました。 

先ほどから申請内容の説明があり、またサンプルをご覧いただきましたが、どの部分からでも結構ですので､関

係機関のみなさまから申請者に対しまして、ご質問がありましたらお受けしたいと思います。 

 ないようですので先に進めさせていただきます。 

【銘柄設定に対する意見聴取】  

司会  

それではこれより意見聴取に移りたいと思います。 

 行政機関にあっては生産振興面から、試験研究機関は良品質大豆の普及と栽培技術面から、生産者団体は団体で

進めている農業対策及び生産販売面から、登録検査機関は農産物検査実務面から、実需者は加工適正及び消費者ニ

ーズ等の観点からご意見をいただければ幸いです。 

まず、普通大豆及び特定加工用大豆の大粒大豆及び中粒大豆の「たつひめ」から意見聴取を行います。 

 発言の方法につきましては、最初に申請に対する是非を述べ、その後に理由を述べる方式で発言をお願いしま 

す。 

 なお、発言者は所属、氏名を述べられたうえ、簡潔にお願いします。 

 それでは各機関からご意見をお伺いしたいと思います。 

 今のところご意見がないようですので、こちらからお聞きします。 

 まず、銘柄鑑定に関する事項を提出いただいています「兵庫西農業協同組合」様、改めまして、銘柄鑑定が可能

か、農産物規格規程に定める品位規格の適用、１等～３等に格付けされるものであるか、ご意見をいただきたいと

思います。 

登録検査機関：兵庫西農業協同組合 
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 銘柄鑑定は可能です。等級についても今のところでは上位等級も狙えるものと思っています。 

司会 

ありがとうございます。次に登録検査機関にもお聞きします。 

「日本穀物検定協会関西神戸支部」様いかがでしょうか。 

検査機関：日本穀物検定協会関西神戸支部 

 サンプルを確認させていただきましたが、検査を行うのに何も問題ありません。 

司会 

 農産物検査員の育成研修の実施主体である「ＪＡグループ兵庫穀類検査協議会」様いかがでしょうか。 

関係機関：ＪＡグループ兵庫穀類検査協議会 

 「ＪＡグループ兵庫穀類検査協議会」の井口です。農産物検査について問題ありません。 

司会 

 ありがとうございます。同じく農産物検査員の育成研修の実施主体である「兵庫県農産物検査連絡協議会」様い

かがですか。 

関係機関：兵庫県農産物検査連絡協議会 

 「兵庫県農産物検査連絡協議会」の石田です。農産物検査をする際の問題はありません。 

司会 

 各機関、銘柄鑑定、品位規格の適用も可能であると判断されていますので、次に進みます。 

 生産振興面からご意見を伺います。「兵庫県」様何かございますか。 

行政機関：兵庫県 

 「兵庫県農林水産部農産園芸課」の近藤です。生産振興面から特に問題ありません。 

 県として大豆につきましては、実需者のニーズにあった品種で安定生産ということを推進していますので、現場

において問題になっている収量減少というところが改善できる品種で、実需の方が求められる醸造適性であるとい

うことから問題ありません。 

司会 

 ありがとうございます。同じく生産振興面から「全国農業協同組合連合会兵庫県本部」様ご意見ございますか。 

関係機関：全国農業協同組合連合会兵庫県本部 

 需要に応じた取り組みであり、実需者の評価も高く収量性も問題ないということで農家経済の発展に寄与される

ことが想定されますので問題ありません。 

司会 

 ありがとうございます。同じく生産振興面から「兵庫県農作物改良協会」様ご意見ございますか。 

関係機関：兵庫県農作物改良協会 

 「兵庫県農作物改良協会」の山本です。種子の安定的な供給ができるのであれば問題ないと思います。現在兵庫

県では、「サチユタカＡ１号」の１品種だけ改良協会として採種しています。 

司会 

 ありがとうございます。 

 種子の供給についてのお話があったのですが、種子供給については、どのようにされるのですか。「兵庫西農業

協同組合」様どうでしょうか。 

登録検査機関：兵庫西農業協同組合 

 種子につきましては、農研機構様からいただきまして、それを増殖させて当農協の施設で調製して農協から配付
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するという形でさせていただきたいと思います。 

司会 

 ありがとうございます。設定等の申請書の方で、令和７年産予定で 110ha の作付けを見込まれていますが、種子

の供給の対策は取られているのでしょうか。 

登録検査機関：兵庫西農業協同組合 

 対策の方も本年度から行っており、計画どおりに進んでおりまして供給に問題はありません。 

司会 

 ありがとうございました。生産振興面では特に問題がないので、次に進みます。 

良品質大豆生産、栽培技術面から「兵庫県立農林水産技術総合センター」様ご意見ございますか。 

学識経験者：兵庫県立農林水産技術総合センター 

 「農林水産技術総合センター」の杉本です。問題ないと考えております。 

司会 

 令和５年の反収はどの程度でしたか。 

登録検査機関：兵庫西農業協同組合 

 まだ確定していませんが、180kg ぐらいだと思います。 

司会 

 ありがとうございました。栽培技術面では特に問題がないので、次に進みます。 

次に生産販売面、醤油の加工適性、実需者ニーズの観点から「ヒガシマル醬油」様ご意見ありますか。 

実需者：ヒガシマル醬油 

 「ヒガシマル醬油」の一鷹です。当社は醤油メーカーでして、将来に渡って消費者のみなさんに高品質の醤油を

お届けしていきたいという思いがありまして、それには高品質な原料が不可欠であります。今回のように安定して

生産できる大豆を非常に要望しておりましたので、この大豆が使えるようになりましたら、今後も醬油造りに精進

していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

司会 

 ありがとうございました。流通面のところで「高田商店」様何かございますか。 

実需者：高田商店 

 「高田商店」の藤原です。「たつまろ」の立枯病に困っておりまして、収量が低い時期が続いており、「たつひ

め」は収量性も高く、醸造適性も高い生産者、実需者両方のニーズに答えた品種だと思いますので、ぜひ登録をよ

ろしくお願いします。 

司会  

 ありがとうございます。最後に、現在「たつまろ」を作付けされていて、今回「たつひめ」を登録された後は、

品種を置き換えるということを考えておられるということでしょうか。将来的には「たつまろ」が「たつひめ」に

代わっていくというイメージですか。 

申請者：全国農業協同組合連合会兵庫県本部 

 はい。そういうことです。 

司会  

 ありがとうございます。 

 「たつまろ」については、「たつひめ」に置き換わって作付けがなくなったときは、銘柄の廃止をお願いします。

産地品種銘柄の一覧表を見ていただけるとわかるように、兵庫県については多くの産地品種銘柄がございます。今
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後新しい品種がどんどん増えて行くと思います。銘柄の判定については、水稲うるち玄米は書類による審査となり

ましたが、それ以外は農産物検査員が目視で判定することになっています。検査時の農産物検査員の技術的な負担

軽減にもつながりますので、新しい品種は設定していく、作付けがなくなり検査もない品種については廃止をして

いくと考えていますのでみなさまのご理解をよろしくお願いします。 

 以上、「たつひめ」につきまして、ご意見をいただきしまして特に問題はないということですが、全体を通じま

して何かご意見等ございますか。  

 ご意見はないようですので、「たつひめ」の申請について、了承されたということでよろしいですか。 

（一同異議なし） 

司会 

 ありがとうございます。 

 続きまして、「近畿農政局長」から廃止申請のありました「兵庫ゆめおとめ」、「むらさきの舞」及び「ゆかり

の舞」について、ご意見のある方はお願いします。 

それでは、生産振興、流通、販売の面から一括してご意見をいただきたいと思います。 

まずは、「兵庫県」様いかがでしょうか。 

行政機関：兵庫県 

 特に問題はございません。 

司会 

 続きまして、「兵庫県立農林水産技術総合センター」様何かございますか。 

学識経験者：兵庫県立農林水産技術総合センター 

特に問題ございません。 

司会 

 続きまして、「全国農業協同組合連合会兵庫県本部」様何かございますか。 

関係機関：全国農業協同組合連合会兵庫県本部 

 問題ありません。 

司会 

 続きまして、「兵庫県農作物改良協会」様何かございますか。 

関係機関：兵庫県農作物改良協会 

 特にありません。 

司会 

 続きまして、「兵庫県米穀事業協同組合」様何かございますか。 

関係機関：兵庫県米穀事業協同組合 

 廃止については問題ありません。 

 ただ、廃止するに当たって廃止の理由が近年作付けがないとのことですが、なぜ作付けがなくなっているのか教

えてください。 

司会 

 廃止には同意であるが、なぜ作付けがなくなったかということですね。 

学識経験者：兵庫県立農林水産技術総合センター 

 「兵庫県立農林水産技術総合センター」の杉本です。 

 「兵庫ゆめおとめ」については、「日本晴」熟期の中生系の品種で良食味品種ということで育成されたのですが、
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その後「きぬむすめ」という品種が出てきまして、そちらの方が良好ということで兵庫県の奨励品種、産地品種銘

柄に設定され、置き換わりました。 

 「むらさきの舞」については、長稈で倒れやすくむらさきの色が出にくいこと。これを解決したのが短い稈の「ゆ

かりの舞」です。しかし、これも近年、高温障害の影響でむらさき色が出にくくなってきた。そのため、「兵系紫

86 号」というのが育種されて品種転換してきています。以上、３品種については、いずれも品種転換によるもの

です。 

司会 

 「兵庫県米穀事業協同組合」様それでよろしいですか。 

関係機関：兵庫県米穀事業協同組合 

 はい。 

司会 

 次に本日出席の登録検査機関にお聞きします。まずは「日本穀物検定協会関西神戸支部」様どうでしょうか。 

登録検査機関：日本穀物検定協会関西神戸支部 

 特に問題ありません。 

司会 

 次に「兵庫県農産物検査連絡協議会」様どうでしょうか。 

関係機関：兵庫県農産物検査連絡協議会 

特に問題ありません。 

司会 

 次に「ＪＡグループ兵庫穀類検査協議会」様どうでしょうか。 

関係機関：ＪＡグループ兵庫穀類検査協議会 

特に問題ありません。 

司会 

 ３品種の廃止について、ただいまお伺いしたところ、特に問題はないということですので、「兵庫ゆめおと

め」、「むらさきの舞」及び「ゆかりの舞」の銘柄廃止申請について、了承されたと言うことでよろしいです

か。 

（一同異議なし） 

【意見のとりまとめ】 

司会 

 それでは、すべての議題についてご議論いただきましたので、議事次第６の意見のとりまとめを「近畿農政局」

からさせていただきます。 

 ご出席のみなさまより、普通大豆及び特定加工用大豆の大粒大豆及び中粒大豆の「たつひめ」に係る銘柄設定及

び水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米の産地品種銘柄に係る選択銘柄「兵庫ゆめおとめ」、「むらさきの舞」及び

「ゆかりの舞」の銘柄の廃止につきまして、生産、流通、検査等のそれぞれの立場からご意見をいただくとともに、

銘柄設定の要件である、農産物検査において、銘柄の鑑定が可能であること、農産物規格規程に定める品位規格の

適用が可能であること、種苗法に定める育成者権の侵害の行為を及ぼさないこと、銘柄鑑定を行う１以上の登録検

査機関の見込みがあることをご確認いただき、「たつひめ」を新たに産地品種銘柄とすることに問題はないとの結

論に達しました。 

 併せて、「兵庫ゆめおとめ」、「むらさきの舞」及び「ゆかりの舞」について、銘柄の廃止とすることに問題は
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ないとの結論に達しました。 

 なお、本日の意見聴取の結果については、近畿農政局長から農林水産省農産局長に報告させていただきます。 

 また、議事録を作成する上で本日ご発言いただいたみなさまには、後日、発言内容の確認についてお問い合わせ

させていただきますのでご協力をよろしくお願いします。 

【閉会】 

司会 

 本日の意見聴取会におきましては、多くの貴重なご意見をいただきましてお礼を申し上げます。 

 みなさまのご協力によりスムーズな進行ができました。本日は大変ありがとうございました。  

 これをもちまして国内産農産物の銘柄設定等に係る意見聴取会を閉会いたします。 

以上 


